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では、令和元
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２年度
ねんど

に、県立
けんりつ

特別
とくべつ

支援
しえん

学校
がっこう

において、児童
じどう

・生徒
せいと

に学習用
がくしゅうよう

の

タブレット端末
たんまつ

を導入
どうにゅう

しました。 

これらのＩＣＴ
あいしーてぃー

環境
かんきょう

は、令和
れいわ

時代
じだい

の学校
がっこう

のスタンダードとして、また、新学習
しんがくしゅう

指導
しどう

要領
ようりょう

における個別
こべつ

最適化
さいてきか

した新
あたら

しい学
まな

びと岐阜県
ぎ ふ け ん

におけるふるさと教育
きょういく

を通
つう

じた

探究的
たんきゅう

な学
まな

びを達成
たっせい

するための手段
しゅだん

として、活用
かつよう

します。このタブレット端末
たんまつ

のご利用に

際しては、紛失
ふんしつ

や故障
こしょう

に気
き

をつけて、大切
たいせつ

に扱
あつか

ってください。 

なお、利用者
りようしゃ

の「故意
こ い

又
また

は過失
かしつ

」が認
みと

められず、通常
つうじょう

の使用
しよう

にて故障
こしょう

した場合
ばあい

につい

ては、県費
けんぴ

にて修理
しゅうり

いたしますが、利用者
りようしゃ
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こ い

や過失
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